
一
頁

○
総
務
省
告
示
第
百
三
十
七
号

端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
）
第
九
条
（
同
令
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
六
年
郵
政
省
告
示
第
四
百
二
十
四
号
（
端
末
設
備
等
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
識

別
符
号
の
条
件
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

第
一
項
の
表
三
の
項
中
「
四
八
ビ
ッ
ト
」
を
「
四
八
ビ
ッ
ト
以
上
」
に
改
め
る
。

第
一
項
の
表
八
の
項
中
「
四
八
ビ
ッ
ト
」
を
「
四
八
ビ
ッ
ト
以
上
」
に
、
「
五
、
一
八
〇
㎒
、
五
、
一
九
〇
㎒
、
五

、
二
〇
〇
㎒
、
五
、
二
二
〇
㎒
、
五
、
二
三
〇
㎒
、
五
、
二
四
〇
㎒
、
五
、
二
六
〇
㎒
、
五
、
二
七
〇
㎒
、
五
、
二
八

〇
㎒
、
五
、
三
〇
〇
㎒
、
五
、
三
一
〇
㎒
、
五
、
三
二
〇
㎒
、
五
、
五
〇
〇
㎒
、
五
、
五
一
〇
㎒
、
五
、
五
二
〇
㎒
、

五
、
五
四
〇
㎒
、
五
、
五
五
〇
㎒
、
五
、
五
六
〇
㎒
、
五
、
五
八
〇
㎒
、
五
、
五
九
〇
㎒
、
五
、
六
〇
〇
㎒
、
五
、
六

二
〇
㎒
、
五
、
六
三
〇
㎒
、
五
、
六
四
〇
㎒
、
五
、
六
六
〇
㎒
、
五
、
六
七
〇
㎒
、
五
、
六
八
〇
㎒
又
は
五
、
七
〇
〇

㎒
」
を
「
五
、
一
五
〇
㎒
を
超
え
五
、
三
五
〇
㎒
以
下
又
は
五
、
四
七
〇
㎒
を
超
え
五
、
七
二
五
㎒
以
下
」
に
改
め
る
。

第
二
項
の
表
五
の
項
⑶
中
「
五
、
一
八
〇
㎒
、
五
、
一
九
〇
㎒
、
五
、
二
〇
〇
㎒
、
五
、
二
二
〇
㎒
、
五
、
二
三
〇

㎒
、
五
、
二
四
〇
㎒
、
五
、
二
六
〇
㎒
、
五
、
二
七
〇
㎒
、
五
、
二
八
〇
㎒
、
五
、
三
〇
〇
㎒
、
五
、
三
一
〇
㎒
、
五

、
三
二
〇
㎒
、
五
、
五
〇
〇
㎒
、
五
、
五
一
〇
㎒
、
五
、
五
二
〇
㎒
、
五
、
五
四
〇
㎒
、
五
、
五
五
〇
㎒
、
五
、
五
六



二
頁

〇
㎒
、
五
、
五
八
〇
㎒
、
五
、
五
九
〇
㎒
、
五
、
六
〇
〇
㎒
、
五
、
六
二
〇
㎒
、
五
、
六
三
〇
㎒
、
五
、
六
四
〇
㎒
、

五
、
六
六
〇
㎒
、
五
、
六
七
〇
㎒
、
五
、
六
八
〇
㎒
又
は
五
、
七
〇
〇
㎒
」
を
「
五
、
一
五
〇
㎒
を
超
え
五
、
三
五
〇

㎒
以
下
又
は
五
、
四
七
〇
㎒
を
超
え
五
、
七
二
五
㎒
以
下
」
に
改
め
る
。


